
（平成２３年５月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認島根地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



島根厚生年金 事案548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間③のうち、昭和47年12月16日から48年６月30日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）における資格喪失日に係る記

録を同年６月30日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万6,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和44年５月１日から45年４月30日まで 

② 昭和46年９月１日から47年８月30日まで 

③ 昭和47年11月１日から48年10月30日まで 

申立期間①はＣ事業所（現在は、Ｄ事業所）に、申立期間②はＥ事業所

（現在は、Ｆ事業所）に、申立期間③はＡ事業所に、それぞれ１年間の雇用契

約で勤務した。 

しかし、全ての申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いので、

全ての申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③については、雇用保険の被保険者記録から、申立人は、申立期間

③の一部の期間を含む昭和47年６月１日から48年６月29日までの期間において、

Ａ事業所に勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立期間

③において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる22人のうち、雇用保険の

被保険者記録が確認できる18人中17人は、厚生年金保険の被保険者記録と雇用

保険の被保険者記録が符合していることが確認できる上、当該17人の中には、

申立人と同じ職種であったと供述する二人も含まれていることから、申立期間

③当時、同事業所は、従業員について、雇用保険の被保険者期間と符合する期

間を厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間③のうち、昭和47年12月16日から48年６月30日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ



る。 

また、当該期間の標準報酬月額については、前述の被保険者原票における

申立人の昭和47年11月の記録から、８万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を 

履行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業 

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間③のうち、昭和47年11月１日から同年12月16日までの期間 

については、前述の被保険者原票において、申立人に係る厚生年金保険の被保

険者記録が確認できる上、当該記録はオンライン記録と一致していることから、

申立人の主張を認めて当該期間の被保険者記録を訂正することはできない。 

他方、申立期間③のうち、昭和48年６月30日から同年10月30日までの期間

については、申立人の雇用保険の被保険者記録が無い上、Ｂ事業所の回答及び、

Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に、当該期間において厚生

年金保険の被保険者記録が確認できる22人から聴取しても、当該期間における

申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況、厚生年金保険料の控除の状況等

について確認できる関係資料及び供述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間③のうち、昭和48年６月30日から同年10月30

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料は無い上、保険料控除を推認できる関連資

料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③のうち、昭和48年６月30日

から同年10月30日までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

２ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録から、申立期間①のうち、

昭和44年11月15日から45年４月29日までの期間において、申立人がＣ事業所に

勤務していたことは確認できるが、44年５月１日から同年11月14日までの期間

において、申立人が同事業所に勤務していたことは確認できない。 

また、Ｄ事業所が保管する昭和44年７月20日、同年８月20日、同年10月20

日、同年11月20日、同年12月20日、45年２月20日、同年３月20日及び同年４月

20日の各時点におけるＣ事業所の人員配置表のうち、44年11月20日以降の人員

配置表から、申立人が臨時従業員として同事業所に勤務していたことは推認で

きるが、同年10月20日以前の人員配置表に申立人の氏名は無い上、Ｄ事業所は、

「昭和44年10月以前の人員配置表に申立人の記録は無く、申立人は、同年10月

より以前は、当事業所で勤務していなかったのではないか。」と回答している。 

さらに、Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立期間

①において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる24人から聴取しても、申

立期間①における申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況、厚生年金保険



料の控除の状況等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間①のうち、昭和44年５月１日から同年11月14

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料は無い上、保険料控除を推認できる関連資

料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①のうち、昭和44年５月１日

から同年11月14日までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

一方、申立期間①のうち、昭和44年11月15日から45年４月30日までの期間

については、前述の被保険者名簿において、申立人に係る厚生年金保険の被保

険者記録が確認できる上、当該記録はオンライン記録と一致していることから、

申立人の主張を認めて当該期間の被保険者記録を訂正することはできない。 

３ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録から、申立期間②のうち、 

昭和46年９月21日から47年３月24日までの期間において、申立人がＥ事業所に

勤務していたことは確認できるが、46年９月１日から同年９月20日までの期間

及び47年３月25日から同年８月30日までの期間において、申立人が同事業所に

勤務したことが確認できない。 

また、Ｆ事業所が保管する厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から、

Ｅ事業所は、昭和47年３月25日を申立人に係る厚生年金保険被保険者の資格喪

失日として、社会保険事務所に届け出ていることが確認できる上、当該資格喪

失日は、同事業所に係る申立人の雇用保険被保険者資格の喪失日（昭和47年３

月24日）と符合している。 

さらに、Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に、申立期間

②において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる30人から聴取しても、申

立期間②における申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況、厚生年金保険

料の控除の状況等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間②のうち、昭和46年９月１日から同年９月20

日までの期間及び47年３月25日から同年８月30日までの期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料は無い上、保険料控除を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②のうち、昭和46年９月１日

から同年９月20日までの期間及び47年３月25日から同年８月30日までの期間の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

一方、申立期間②のうち、昭和46年９月21日から47年３月25日までの期間

については、前述の被保険者原票において、申立人に係る厚生年金保険の被保

険者記録が確認できる上、当該記録はオンライン記録と一致していることから、

申立人の主張を認めて当該期間の被保険者記録を訂正することはできない。 



島根厚生年金 事案549 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和47年７月28日から50年12月１日まで 

    昭和47年７月から50年11月末までの間、Ａ社に勤務した。当該期間について

は、脱退手当金が支給されたと記録されているが、受給した記憶はないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給した場合、脱退手当金を請求する書類として提出された厚生

年金保険被保険者証に、脱退手当金を支給した旨の「脱」の表示をすることとさ

れていたところ、申立人が所持している厚生年金保険被保険者証に、当該表示が

確認できる。 

また、申立人に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の表示が確認できる上、申立期間に係る

脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日である昭和50年12月１日から７か月後の51年７月１日に脱退手当

金の支給が決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金を受給した記憶がないという主張

のほかに、これを受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



島根厚生年金 事案550（事案381の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年２月４日から51年３月30日まで 

申立期間において、Ａ事業所（現在は、Ｂ事業所）に勤務した。Ａ事業所

では、雇用保険及び厚生年金保険に加入していたはずであり、申立期間におい

て雇用保険の被保険者記録が確認できるので、厚生年金保険にも加入していた

ことは間違いない。先の申立てでは、記録訂正には至らなかったが、今回、再

申立てに当たり、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票を提出するの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）雇用保険の被保険者記録及び同僚の供

述から、申立期間のうち、少なくとも昭和49年２月４日から同年２月25日までの

期間において、申立人がＡ事業所に勤務していたことは推認できるものの、申立

人は、「私は正社員ではなく、臨時雇用として業務に従事していた。」と供述し

ているところ、Ｂ事業所は、「当時の関連資料は廃棄しているので、申立内容に

ついて確認することはできないが、申立人は自ら『臨時雇用』と述べていること

から、現場の作業員であったと思われる。当時、現場の作業員については、厚生

年金保険に加入させておらず、厚生年金保険料の控除も行っていなかった。作業

員から要望があった場合、雇用保険に加入させることはあった。」と回答してい

ること、ⅱ）申立人が名前を挙げた４人の同僚のうち、供述が得られた一人は、

「申立人は作業員であった。当時作業員は日々雇い入れで、厚生年金保険に加入

していなかった。私は国民年金に加入していたので、申立人も加入しているとす

れば、厚生年金保険ではなく国民年金に加入していたと思う。」と供述している

ところ、オンライン記録から、当該同僚は申立期間において国民年金に加入して

いることが確認できること、ⅲ）Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票から、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる18

人の同僚のうち、供述が得られた12人は、いずれも申立人を記憶しておらず、申

立期間における申立人の勤務状況、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料

の控除の状況等について供述を得ることができないこと、ⅳ）前述の被保険者原



票に、申立期間において申立人及び申立人が名前を挙げた前述の４人の同僚の氏

名は無く、整理番号に欠番も認められないことから、申立人に係る厚生年金保険

の記録の欠落をうかがわせる事情は見当たらないこと、ⅴ）申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書

等の資料は無く、保険料控除を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない

ことなどから、申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできないとし

て、既に当委員会の決定に基づき、平成22年５月12日付けで、年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人が提出した雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答票から、

前述のⅰ）のとおり、申立期間のうち、昭和49年２月４日から同年２月25日まで

の期間において、申立人がＡ事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、当該資料から、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていた事情はうかがえない。 

また、Ｂ事業所は、「出先の事業所は、厚生年金保険の適用事業所ではなく、

作業員の雇用形態は現地雇用の日雇いであり、本人の希望により、雇用保険及び

特定業種健康保険組合に加入させることはあっても、厚生年金保険には加入させ

ていなかった。申立人は自身の雇用形態を『臨時雇用』と述べており、当事業所

においても、申立人については、雇用保険の加入記録しか確認できないことから、

厚生年金保険に加入させていなかったと思われる。」と、前述のⅰ）の回答と同

様の旨を回答している。 

このほか、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


